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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
プ ロ セ ッ サ ・ シ ス テ ム 内 の ソ フ ト ウ ェ ア ・ ブ レ ー ク ポ イ ン ト を 実 行 す る 方 法 で あ っ て 、 前
記 プ ロ セ ッ サ ・ シ ス テ ム は 、 メ イ ン ・ メ モ リ に 接 続 さ れ た 少 な く と も １ つ の プ ロ セ ッ サ 、
お よ び 、 前 記 プ ロ セ ッ サ に 関 連 す る 命 令 キ ャ ッ シ ュ を 有 し 、 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド は
、 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 特 定 位 置 に 挿 入 可 能 で あ り 、 こ の 方 法 が 、
　 前 記 特 定 位 置 に 関 連 す る 制 御 指 標 を 、 対 応 ア ド レ ス に 第 １ の フ ェ ッ チ 要 求 に 応 答
し て 、 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド が 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ か ら 前 記 プ ロ セ ッ サ へ 返 さ れ
る こ と を 可 能 に す る 第 １ の 状 態 に セ ッ ト す る ス テ ッ プ ；
　 、 前 記 特 定 位 置 に 関 連 す る 前 記 制 御 指 標 を 、 前 記 対 応 ア ド レ ス へ の 第 ２ の フ ェ ッ
チ 要 求 が 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ か ら サ ー ビ ス さ れ る こ と を 命 令 す る 第 ２ の 状 態 に 、 セ ッ ト す
る ス テ ッ プ ； お よ び
　 前 記 対 応 ア ド レ ス 前 記 第 ２ の フ ェ ッ チ 要 求 が 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ か ら サ ー ビ ス
さ れ る こ と の 決 定 が さ れ た 後 に 、 前 記 第 ２ の 状 態 に セ ッ ト さ れ て い る 前 記 制 御 指 標 か ら 前
記 制 御 指 標 状 態 を 変 更 す る ス テ ッ プ 、 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ の フ ェ ッ チ 要 求 に 応 答 し て 、 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド が 前 記 命 令 キ ャ ッ シ
ュ か ら 前 記 プ ロ セ ッ サ へ 返 さ れ る 決 定 が 前 記 第 １ の 状 態 に セ ッ ト さ れ て い る 前 記 制
御 指 標 に 基 づ い て さ れ た 後 に 、 前 記 制 御 指 標 を 前 記 第 ２ の 状 態 へ セ ッ ト す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 制 御 指 標 が 、 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ の 与 え ら れ た セ ッ ト と 関 連 す る １ つ ま た は そ れ 以 上
の デ バ ッ グ 制 御 ビ ッ ト を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ の 状 態 が 、 デ バ ッ グ ・ ロ ッ ク 状 態 を 含 み 、 か つ 前 記 第 ２ の 状 態 が 使 用 禁 止 状 態 を
含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】

対 す る
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に 対 す る

こ と の



前 記 制 御 指 標 は 、 前 記 ソ フ ト ウ ェ ア ・ ブ レ ー ク ポ イ ン ト 利 用 し な い 動 作 を 特 定 す る 動 作
状 態 の 通 常 モ ー ド を 含 む 少 な く と も １ つ の 追 加 状 態 を 特 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 制 御 指 標 が 前 記 第 １ の 状 態 に あ る 間 に 、 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の ミ ス ・ イ ベ ン ト は 、
前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 前 記 特 定 位 置 内 で 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド の 置 換 を な い
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 前 記 特 定 位 置 に 挿 入 さ れ る 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド が 、 命
令 ア ド レ ス に 関 連 す る キ ャ ッ シ ュ 不 可 能 属 性 を 有 す る 前 記 命 令 ア ド レ ス に 対 し て 挿 入 さ れ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド が 、 前 記 プ ロ セ ッ サ ・ シ ス テ ム と 接 続 す る デ バ ッ ガ の 前 記
制 御 下 で 、 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 前 記 特 定 位 置 に 挿 入 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
メ イ ン ・ メ モ リ ；
　 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ に 接 続 さ れ た 少 な く と も １ つ の プ ロ セ ッ サ ； お よ び
　 前 記 プ ロ セ ッ サ に 関 連 す る 命 令 キ ャ ッ シ ュ を 含 む プ ロ セ ッ サ ・ シ ス テ ム で あ っ て 、
　 ブ レ ー ク ポ イ ン ト は 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 特 定 位 置 に 挿 入 、
　 前 記 特 定 位 置 に 関 連 す る 制 御 指 標 は 、 対 応 ア ド レ ス に 対 す る フ ェ ッ チ 要 求 に 応 答 し て 、
前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ か ら 前 記 プ ロ セ ッ サ へ 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド

第 １ の 状 態 へ 、 お よ び つ づ い て 前 記 対 応 ア ド レ ス へ の フ ェ ッ チ 要
求 が 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ か ら サ ー ビ ス さ れ る よ う に 、 命 令 を す る 第 ２ の 状 態 へ
； お よ び
　 前 記 制 御 指 標 状 態 は 、 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ か ら サ ー ビ ス さ れ る よ う に 前 記 対 応 ア ド レ ス
に 対 前 記 第 ２ の フ ェ ッ チ 要 求 を す る 決 定 が な さ れ た 後 に 、 前 記 第 ２ の 状 態 に セ ッ ト さ
れ て い る 前 記 制 御 指 標 か ら 変 更 さ れ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ セ ッ サ ・ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
製 品 で 、
　 メ イ ン ・ メ モ リ に 接 続 さ れ て い る 少 な く と も １ つ の プ ロ セ ッ サ を 有 す る プ ロ セ ッ サ ・ シ
ス テ ム 内 の ソ フ ト ウ ェ ア ・ ブ レ ー ク ポ イ ン ト を 実 行 す る た め の １ つ ま た は そ れ 以 上 の ソ フ
ト ウ ェ ア ・ プ ロ グ ラ ム を 格 納 す る た め の 機 械 が 読 み 出 し 可 能 な 格 納 媒 体 と 前 記 プ ロ セ ッ サ
と 関 連 し 、 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド は 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ 内 の 特 定 位 置 に 挿 入 可 能 に な
っ て い る 、 命 令 キ ャ ッ シ ュ と を 含 み 、
　 前 記 １ つ ま た は そ れ 以 上 の ソ フ ト ウ ェ ア ・ プ ロ グ ラ ム は 、
　 前 記 特 定 位 置 に 関 連 す る 制 御 指 標 を 、 対 応 ア ド レ ス に 対 す る 第 １ の フ ェ ッ チ 要 求 に 応 答
し て 前 記 命 令 キ ャ ッ シ ュ か ら 前 記 プ ロ セ ッ サ へ 、 前 記 ブ レ ー ク ポ イ ン ト ・ コ ー ド

第 １ の 状 態 に セ ッ ト す る ス テ ッ プ ；
　 、 前 記 特 定 位 置 に 関 連 す る 前 記 制 御 指 標 を 、 前 記 メ イ ン ・ メ モ リ か ら サ ー ビ ス さ
れ る よ う に 前 記 対 応 ア ド レ ス に 対 す る 第 ２ の フ ェ ッ チ 要 求 を 命 令 す る 第 ２ の 状 態 に 、 セ ッ
ト す る ス テ ッ プ ； お よ び
　 前 記 制 御 指 標 状 態 を 、

決 定 が さ れ た 後 に 、 前 記 第 ２ の 状 態 へ 前 記 制 御 指 標 が
セ ッ ト さ れ て い る こ と に よ り 変 更 す る ス テ ッ プ 、 に お い て 実 行 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 製
品 。
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